
― 14 ―No. 269 知財ぷりずむ　2025年２月

新判決例研究 （第410回）

知的財産権侵害訴訟における取締役等の
損害賠償責任の位置づけ

第１　参考事例２

１　代表取締役の共同責任が問題となる参考事例
金属加工販売業の株式会社Ｙ社の代表取締役Ｙ１は、海外出張中に訪問先から、その訪問先が

製造販売している「物質Ａ及び物質ｂ１からなる合金」（「合金Ｙ」）という製品は、とても高強
度でありながら曲げ加工性が抜群によい、という説明を受け、一目惚れしてその合金Ｙを輸入販
売するように社内に指示し、売れ行きはとても良かった。
ところが、最近になって個人のＸからいきなり特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を大阪地
裁に提起され、その訴状には、被告として、ＹとＹ１が記載されていた。Ｙ１はワンマン社長風
キャラであり、自分も被告にされていることに怒りまくっている。
それまでは、Ｙ社の知財担当部には製造販売している合金Ｙに関しなにも相談や指示等がなか
ったが、訴状等をみると、原告Ｘは、「物質Ａ及び物質Ｂからなる合金」（「合金Ｘ」）を特許請求
の範囲とし発明の詳細な説明には実施例として「物質Ａ及び物質ｂ２からなる合金」（「合金Ｘ１」）

特許権等の知的財産権侵害訴訟（損害賠償請求訴訟）で取締役や執行役員等が会社と共同被告
となることがある。古くからこの類型の裁判例は多数存在するが、令和元年以降でも取締役等の
損害賠償責任を肯定したものが６年間で10件以上ある。一方、2021年に改訂されたコーポレート
ガバナンス・コード（以下「2021ＣＧコード」という）では初めて「知的財産」という用語が導
入され注目を浴びている。
そこで、知財侵害訴訟で取締役等の損害賠償責任が遡上に上った裁判例等を俯瞰しつつ、企業
における知財部等への社会的期待の高まりを実務的・実践的観点から検討する。
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　　本稿は、令和６年12月５日開催の第20回「知的財産権法研究会とＪＩＰＡとの最近判決例合同研究
会」（会場はＪＩＰＡ関西部会）における発表内容に適宜加筆修正したものである。参加者は、企業
知財部の方々や弁護士等である。

２　研究会で議論をするためにイメージを共有した方が良いと考え、取締役等の共同責任が問題となり
うる事例を研究会で参考として呈示した。令和６年司法試験選択科目知的財産法第１問の事例を簡素
化したものである。



― 15 ―

新判決例研究（第410回）

No. 269 知財ぷりずむ　2025年２月

についての実施例のみが記載され（なお、侵害対象品の合金Ｙについてはなにも記載されていな
い）、その作用効果として「合金の高強度性を維持しつつ曲げても割れにくいという曲げ加工性
にも優れている」と書かれている特許権（「本件特許権」）を有している。
なお、「物質Ｂ」は、「物質ｂ１」や「物質ｂ２」の上位概念であることは技術常識である。

・本件特許発明のＣＬ ：「物質Ａ及び物質Ｂからなる合金」（「合金Ｘ」）
・明細書の実施例 ：「物質Ａ及び物質ｂ２からなる合金」（「合金Ｘ１」
・被告Ｙの製品 ：「物質Ａ及び物質ｂ１からなる合金」（「合金Ｙ」）

２　侵害論（充足論）での論点
⑴　周知のとおり、今日の知的財産権侵害訴訟では、審理の迅速化のために、侵害論（充足論）
を先に審理し、侵害との心証が裁判所から開示された後に損害論の審理をするといういわゆる２
段階審理方式３がとられている。
以下では、先に審理対象となる侵害論で想定される論点を確認し、その後に、項を改めて損害
論（取締役等の共同責任論）を検討する。
⑵　侵害論では、最初にクレーム解釈が論点となる。
参考事例での本件特許発明の特許請求の範囲には、上位概念の「物質Ａ及び物質Ｂ」と記載さ
れており、被告Ｙ製品の合金Ｙには、「物質Ａ」は含まれているが「物質Ｂ」の下位概念の「物
質ｂ１」に関しては特に特定・限定する文言はない。また、明細書の発明の詳細な説明には、実
施例としては「物質ｂ２」を用いた合金のみが記載されている。しかしながら、特許発明の技術
的範囲は、特許請求の範囲の文言によって導かれるものであり、当然には発明の詳細な説明に記
載されている実施例には限定されない（実施例不拘束の原則４）。また、本件特許発明の作用効
果と被告製品Ｙの作用効果も実質的に同じとも考えられる。そうすると、本件特許発明の特許請
求の範囲の解釈として、被告Ｙ製品はその技術的範囲に属し本件特許権を侵害することになる。
一方、被告側からすれば、参考事例では触れられていないが、被告Ｙ製品（合金に含まれる物
質ｂ１）の曲げ加工性が訪問先の説明とは異なり客観的に相当低下するという結果が証明できる
という事情があるなら、いわゆる作用効果不奏功の抗弁を主張しうる余地が生じる。あるいは、
出願経過において、進歩性欠如の拒絶理由に対し「物質ｂ２」を使用する場合に比べて「物質ｂ
１」を使用した場合にはその曲げ加工性が相当低下するので「物質Ｂ」は「物質ｂ２」を意味す
べきである旨の意見書を提出し、その結果、補正手続なく特許査定がされたという経過の事実等
があれば、いわゆる包袋禁反言の主張ができる余地もでてこよう。
以上が代表的な論点として指摘できると思われる５。

⑶　侵害論では、引き続き無効の抗弁が問題となる。
参考事例では特に触れられていないが、一般的には、新規性喪失違反（特許法29条１項）・進

歩性欠如違反（同２項）・記載要件違反（実施可能要件違反：同36条４項１号、サポート要件違反：

３　大阪地裁知財部の場合の chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefi ndmkaj/https://www.
courts.go.jp/osaka/vc-fi les/osaka/fi le/sinrimoderu2013331.pdf　を参照。

４　なお、リパーゼ事件最判平成３年３月８日は、特許請求の範囲の記載を重視しているが、現在は、
特許法70条２項があり、知財高判平成18年９月28日（図形表示装置事件）は、技術的範囲論では原則
的に詳細な説明を参酌すべしとしている。ただし、参考事例では影響しないであろう。

５　議論としては「物質Ｂ」は抽象的で広過ぎるクレームであり「物質ｂ２」に限定されるべきという
主張が考えられなくもないであろうが（ただし、いわゆる機能的クレームのパターンではない）、今
日では特許法36条の記載要件違反（無効の抗弁）の問題に集約されると思われる。


